
（対象年の翌年1月4日～3月15日の期間にご提出ください）

　その金額が少額の支出であるものについて、領収書等の提出に代えて、1年分の対象支払明細を提出します。

(2023.5)

　上記対象年の1月～12月末の１年間の教育資金支払のうち、租税特別措置法第70条の2の2第7項に規定する、

　　・少額支出の支払明細は以下のとおりであり、領収書等を確認して記入したもので内容に相違ありません。

【ご注意】こちらの書面は、少額支払明細の支払金額が年間で確定した後に、ご提出ください。

　　・ご本人が23歳以上の場合、学校等以外への支払が一部制限されることを確認しました。

　　・以下の支払明細には、別途領収書を提出する支払を含め、同一の支払に関する重複記入はありません。

提出日　令和　　年　　月　　日

少 額 教 育 資 金 支 出 支 払 明 細 書　　 (全　　頁のうち　　　頁)

支払年月日 支払先氏名又は名称
支払区分

（いずれかに○）
摘要（支払内容） 支払先住所又は所在地（※）

お客さま
備考欄

口座払戻日など

1 令和 5年  9 月 18 日 □□小学校 学校等 ／ 学校等以外 5 4 0 0 □□小学校　体操服代
2 令和 5年 10 月 9 日 ○○書店 学校等 ／ 学校等以外 3 2 4 0 □□小学校　教科書代 大阪市北区○－○

3 令和 5年 11 月 6 日 ◇◇ピアノ教室 学校等 ／ 学校等以外 2 5 0 0 ピアノ楽譜代 大阪市北区□－□

4 令和 5年 12 月 1 日 ●●電鉄 学校等 ／ 学校等以外 7 8 0 0 通学定期券（難波～梅田）12月分（12/1～12/31）

5 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

6 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

7 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

8 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

9 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

10 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

18 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

19 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

20 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

21 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

22 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

23 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

24 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

25 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

26 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

27 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

28 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

29 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

30 令和 　 年  　月 　 日 学校等 ／ 学校等以外

学校等小計 5 4 0 0
学校等以外小計 1 3 5 4 0

合計 1 8 9 4 0

支払金額（円）
（１明細につき１万円以下）

チェック欄

□

対象年 口座番号
お客さま（ご本人） 親権者(※1) または 届出済代理人(※2)さま

氏名
令和　
　　
　

普通預金

本書面に記載された明細については、領収書等※の提出は不要です。

（※学校等で必要な費用を業者へ直接支払った場合の「学校等からの書面」も提出不要です）

● 1 2 3 4 5 6 池泉 太郎 池泉 花子

● ● ●

通学定期券に対する払戻しは、支払区分が学校等以外の場合も

「支払先住所又は所在地」の記載を省略することができます。

1 1

領収書等に記載された支払金額が１万円（消費税込）以下で、かつ、その年中における

合計支払金額が２４万円※以下（消費税込）までこの様式で提出することができます。

※ただし、対象年に口座新規または口座終了した場合は上限金額が異なりますので窓口へお問合わせください。

✔

支払先が学校等の場合は「支払先住所又は所在地」の記載を省略することができます。

年間の少額支払明細が確定している場合は、

年内にご提出いただけます。

下記の内容を必ずご確認の上、こちらのチェック欄に✔をご記入ください。

ご提出の際に、対象年（１年間分）の少額支払金額が確定されていることをお尋ねする場合がございます。

※確定前は、本書面をご提出いただけませんのでご注意ください。

記入見本

年間の少額支払い明細の

合計金額


